
Ⅰ

1

具体的施策 (1)

事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

1

男女

共同

参画

室

広報かまがや、ツイッター等の

活用により国が定める人権週間

（12/4～12/10）について周知

を行う。

人権週間について、広報か

まがや12月1日号で周知を行

い、週間中は懸垂幕の設置

を行った。

9件

(ポスター

掲示依頼

先）

A 特になし。

引き続き、国が定める人権

週間（12/4～12/10）につ

いて、広報かまがや、ツ

イッター等による周知を行

う

2

男女

共同

参画

室

広報かまがや、ツイッター等の

活用により国が定める男女共同

参画週間（6/23～6/29）の周

知を行う。

男女共同参画週間及び週間

中に実施したおとう飯レシ

ピ募集事業について、広報

かまがや、ツイッター、

Facebookにて周知を行っ

た。

11件（レ

シピ応募

数）

89票（投

票数）

A

例年、男女共同参画週間

事業は講演会を企画して

いたが、コロナウイルス

対策のため集会を伴わな

い事業を実施した。

レシピ応募者・投票数の増

加につながる周知方法を検

討する。

令和４年度も引き続き広報

かまがや、ツイッター等の

活用により国が定める男女

共同参画週間（6/23～

6/29）の周知を行う。

(2) 計画書 P27
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

3

男女

共同

参画

室

国の定めた人権週間（12/4～

12/10）においてヒューマン

フェスタかまがや２０２１を実

施する。

新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、中止とし

た。

D

座席配置や予約方法等、

新型コロナの感染対策方

法について人権啓発活動

会議にて検討を行った。

人権擁護委員とともに、コ

ロナ禍においても実施でき

る方法を検討する。

令和4年度は、人権週間

（12/4～12/10）において

ハートフルヒューマンフェ

スタかまがや２０２２を実

施する。

4

男女

共同

参画

室

講座等の年間受講者数(R1年度

2,112人）

目標：増加

新型コロナウイルス対策を講じ

たうえで男女共同参画に関する

市民向け講座を実施し、意識の

啓発を行う。

コロナウイルスによる影響

により、きらりサロン等の

市民向け講座は中止とし

た。

D

講師の意見等も踏まえ、コ

ロナウイルスに対応した開

催方法を検討する。

人権尊重と男女共同参画に向けた意識づくり基本目標

事業等

施策の基本的方向

人権週間・男女共同参画週間の周知

広報・啓発活動の推進

人権週間の広報

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

男女共同参画週間の広報

具体的施策

人権に関する啓発事業の実施

男女共同参画に関する啓発事

業の実施

人権・男女共同参画意識醸成に向けた啓発事業の実施

事業等

計画書

P27
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(3) 計画書 P27
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度

数値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

5

男女

共同

参画

室

国・県から送付された資料につ

いて、男女共同参画センター及

び市民活動推進センターへの配

架を行う。

千葉県のハートフルヒュー

マンフェスタに関するチラ

シの配架、コロナウイルス

に起因する差別の啓発冊子

等の配架を行った。

B 特になし。

4年度も国・県から送付され

た資料について、男女共同

参画センター及び市民活動

推進センターへの配架を行

うが、関連する部署への配

架もしくは情報提供につい

て検討する。

6

男女

共同

参画

室

国・県から送付された資料につ

いて、男女共同参画センター及

び市民活動推進センターへの配

架を行う。

県・国が行う講演・イベン

トについて周知を行い、広

報誌等の配架を行った。

B

男女共同参画室の事業実

施の際に、参加者への周

知を行った。

4年度も国・県から送付され

た資料について、男女共同

参画センター及び市民活動

推進センターへの配架を行

うが、関連する部署への配

架もしくは情報提供につい

て検討する。

7

男女

共同

参画

室

刊行物の発行回数（R1年度2回）

目標：増加

年２回センターニュースほほえ

みの発行を行う。

「ほほえみ」については8月

に1回の発行となった。

1回（ほ

ほえみ発

行回数）

C 特になし。

他の業務と並行して作業し

ており不定期発行になって

いるため、定期刊行を検討

する。

令和4年度は２回の発行を行

う。

4 計画書 P28
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度

数値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

8

男女

共同

参画

室

講座等の年間受講者数（Ｒ１年度

2,112人）

目標：増加

男女共同参画関係団体との協働

イベントとして、市民活動推進

センター登録団体と同日開催で

男女きらりフェスタを実施す

る。

3/12及び3/13の2日間で、

オンラインによる市民活動

推進・男女共同参画きらり

フェスタを実施した。

A

コロナウイルスの感染拡

大を考慮しオンラインで

実施した。

講師の講演だけでなく、市

内団体の成果の発表の場を

設けられないか検討し、

フェスタを実施する。

具体的施策 男女共同参画関係団体との連携・協働

男女共同参画関係団体との連

携・協働

事業等

具体的施策 人権・男女共同参画に関する情報の収集及び提供

事業等

国・県等から人権に関する情

報の収集及び提供

国・県等から男女共同参画に

関する情報の収集及び提供

情報誌の発行
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2
具体的施策 1
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

9
指導

室

各学校の実態に応じ、児童生徒

の生活に根ざした男女共同参画

教育の充実を全教育活動を通し

て行う。

各学校の実態に応じ、児童

生徒の生活に根ざした男女

共同参画教育の充実を全教

育活動を通して行った。

A

道徳の時間や日常のあら

ゆる生活場面を通して男

女平等の意識や互いのよ

さを認め合う指導を行っ

た。

引き続き各学校の実態に応

じ、児童生徒の生活に根ざ

した男女共同参画教育の充

実を全教育活動を通して行

う。

10
指導

室

児童生徒一人一人の個性を尊重

し、性別にとらわれないキャリ

ア教育の充実を図る。新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のた

め、社会体験学習は取り組まな

いが、代替として各校の判断に

より職業講演会等を行う。

児童生徒一人一人の個性を

尊重し、性別にとらわれな

いキャリア教育の充実を図

り、職業講演会を行った。

A

新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、社会

体験学習は実施しなかっ

たが、代替として職業講

演会を実施できた。

新型コロナウイルス感染症

の感染状況がおさまる時期

が来たら、社会体験学習の

再開を検討する。

11
指導

室

固定的な性的役割分担意識を植

え付けないための副教材を小中

学校に紹介することにより、固

定的な性的役割分担意識に基づ

く映像や表現に児童生徒が出

会った場合でも適切に受け止め

られるようにする。

男女共同参画をテーマとし

た小学生・中高生向けの副

教材（内閣府作成）の活用

について、令和３年４月に

市内小中学校に周知した。

A

固定的な性的役割分担意

識に基づく表現について

の適切な対応を周知する

ことができた。

引き続き固定的な性的役割

分担意識を植え付けないた

めの副教材を小中学校に紹

介することにより、固定的

な性的役割分担意識に基づ

く映像や表現に児童生徒が

出会った場合でも適切に受

け止められるようにする。

計画書 P32

性別にとらわれない進路指導

の充実

メディア・リテラシーの育成

施策の基本的方向 教育・学習の推進
学校教育における男女共同参画教育の推進

事業等

男女共同参画教育の推進
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2 計画書 P32
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

12

生涯

学習

推進

課

各学習センターにおいて家庭教

育セミナーや親子セミナー等の

乳幼児対象事業の増加、充実を

図る。

各学習センター（公民館）

において、家庭教育に関す

る講座を開催した（家庭教

育セミナー5回延べ136名、

子育て支援講演会13名、北

部家庭教育セミナーおよび

親子セミナーは新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の

ため中止）。※子育て支援

講演会は、家庭教育セミ

ナーと共催

B

コロナ禍で自由な外出が

できないなど生活様式が

変化し、子育てに対しス

トレスを感じている家庭

が少なくない時代背景に

おいて、親子のいい関係

を改めて見直す講演会や

健康体操、落語など性別

を問わずリフレッシュ効

果のあるテーマを設定し

た。

参加者のうち女性の割合が

多いため、実施日程を土日

にし男性（父親）が参加し

やすいテーマを設定するな

どして男性の参加者を増や

す必要がある。

生涯学習における男女共同参画の推進具体的施策

事業等

家庭教育セミナーや親子教育

等の実施
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各学習センター（公民館）

において、各世代に応じた

講座を企画したが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防

止のため中止とした事業が

多い。

【60歳以上】東部シニア倶

楽部・北部シルバーカレッ

ジ・南部シルバーセミ

ナー・いきいき倶楽部（い

ずれも中止）

【一般】オープンカレッジ

かまがや6回延べ213名・市

民セミナー（古典文学講座5

回延べ216名・文学講座4回

延べ132名）・北部タウンセ

ミナー（中止）・陶芸教室

（中止）・パソコン講座

【親子】家庭教育セミナー5

回延べ136名・子育て支援講

演会13名（家庭教育セミ

ナーと共催による）・親子

セミナー（中止）

【小学生】子どもチャレン

ジ・書き初め講座・子ども

体験教室（いずれも中止）

B

コロナ禍で高齢者の重症

化等が懸念される中、パ

ソコン講座においてWEB

ミーティングアプリの講

座など需要の高いテーマ

を設定し、60歳以上の高

齢者の方の参加が多く見

られた。

引き続き各世代のニーズに

合った事業を実施する。今

年度は新型コロナウイルス

感染症の拡大により中止に

したものが多いが、オンラ

イン形式で実施が可能であ

るものについては、WEB

ミーティングアプリの導入

等検討する必要がある。

13
ライフステージに応じた学習

の推進

生涯

学習

推進

課

高齢者向けのIT講習や若年者向

けの講習など、各世代のニーズ

に合った事業を実施する。
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3 計画書 P32
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

男女

共同

参画

室

市職員における男女共同参画研修

の受講者割合（R1年度51.6％）

目標：60.0％

男女共同参画研修を職員研修の

中で実施し、男女共同参画の意

識啓発を促す(目標５名以上)。

新規採用職員研修のなかで

男女共同参画に関する講義

を設けた。また、令和4年1

月に管理職者を対象として

男女共同参画研修を行い、

16名が参加した。

36.6％

（R3年度

時点管理

職者研修

受講済み

割合）

A

講義内容についてプロ

ジェクトマネージャーと

検討し、更新をした。

新規採用職員研修での講義

を引き続き行う。また、

LGBT等の性的少数者につい

ても講義の内容の一部とす

る。

人事

室

男女共同参画研修を、職員研修

の中で実施し、新規採用職員以

外の職員にも参加を促す。

男女共同参画研修を、新規

採用職員研修にて実施し

た。

24名

（研修出

席人数）

B

新型コロナウイルス感染

症の感染拡大が進む中、

研修が実施できるよう、

動画による研修を実施し

た。ただし、動画研修の

会場が密になることを避

けるため、新規採用職員

以外の職員の参加は取り

やめた。

男女共同参画研修につい

て、新型コロナウイルス感

染症の感染状況を踏まえな

がら、新規採用職員以外の

職員が積極的に参加できる

よう、周知方法の見直し等

について検討を行う。

指導

室

県主催研修会への参加の他、市

主催の不祥事防止研修会やモ

ラールアップ研修会を実施す

る。

県主催男女共同参画研修に

ついて、管理職を通じて全

校に周知を図るほか、セク

シャルハラスメント、パ

ワーハラスメント等を含め

た教職員対象の不祥事根絶

研修会を全校で行った。

A

固定的な固定的な性的役

割分担意識に基づくハラ

スメントを防止したり、

男女共同参画について研

修を周知することができ

た。

引き続き県主催研修会への

参加の他、市主催の不祥事

防止研修会やモラールアッ

プ研修会を実施する。

具体的施策

職員に対する男女共同参画研

修の実施
14

事業等

職員に対する男女共同参画研修の実施
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3
具体的施策 1
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

15
人事

室

男女平等と感じる市民の割合

『男女共同参画推進に関する市民

意識アンケート調査』（職場１

８．５％（Ｒ１年度））

目標：増加

引き続き職場での旧姓使用の制

度の周知を図る。

婚姻等により姓が変わる職

員に対して、その都度旧姓

使用制度の案内を行った。

令和3年度は6件（女性）の

申請があった。

6件

（旧姓使

用の申

請）

A

婚姻等により姓が変わる

職員に対して、その都度

旧姓使用制度の案内を行

い、職場での旧姓使用の

制度の周知を図った。

引き続き職場での旧姓使用

の制度の周知を図る。

男女

共同

参画

室

男女平等と感じる市民の割合

『男女共同参画推進に関する市民

意識アンケート調査』（職場１

８．５％（Ｒ１年度））

目標：増加

表現ガイドの参照について各部

署宛てに周知し、男女共同参画

意識の啓発を行う。

全庁職員宛てに行政資料発

行の際の参考資料として、

表現ガイドの利用について

通知を行った。

A 特になし。

ジェンダーの表現に関する

社会的な変化に対応するた

め、表現ガイドの改定につ

いて調査研究を行う。

また、表現ガイドの周知に

ついて引き続き努めてい

く。

広報

広聴

室

 広報かまがやの編集・発行に

当たって、掲載する写真やイラ

スト、文章などにおける性別役

割分担意識に注意を払い、多様

性に配慮した適切な表現を継続

する。

広報かまがやの編集段階

で、男女のイラストを均等

に用いるよう努めたほか、

固定的な観念（例：保育士

は女性が多いため、女性の

画像とするなど）を捨象

し、男女共同参画室も含め

た庁内職員において確認す

ることで、性別役割分担意

識に注意を払い、記事の掲

載に努めた。

A 特になし。

令和4年度も引き続き、広報

かまがやの編集・発行に当

たって、読み手の受ける感

情にも配慮し、性別役割分

担意識に注意を払った表現

に努めていくこととする。

計画書 P36

16

施策の基本的方向 意識・慣行の見直し
性別役割分担意識の見直し

事業等

職場における旧姓使用の周知

行政刊行物等に関するガイド

ラインの周知
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具体的施策 2 計画書 P36
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

17

男女

共同

参画

室

ＬＧＢＴ（または性的少数者）

に関し、講座のテーマとして検

討する。

LGBTQをテーマに据えた講

座は実施していないが、男

女共同参画研修の一部とし

てLGBTQの概要に触れた。

１回

（男女共

同参画管

理職者研

修）

B

未参加の管理職に対し積

極的に参加を呼び掛け

た。

引き続きLGBTについては講

座等のテーマとして検討す

る。

18

企画

政策

室

外国人アンケートを実施し、行

政情報や行政手続き等における

課題を把握するとともに、行政

資料の多言語化を推進する。

外国人市民アンケートを実

施し、行政の課題等を確認

した。

また、外国人住民が鎌ケ谷

市で安心して暮らせるよ

う、行政資料の多言語化を

行った。

A

外国人市民アンケートの

項目について、全庁及び

関係団体に質問の追加等

を照会した上で決定し

た。

翻訳資料の選定について

も、翻訳を希望する各課

の意見を踏まえ、決定し

た。

外国人市民アンケート結果

を踏まえ、資料の多言語化

や外国人市民に向けた情報

発信の方法など、外国人市

民に向けた具体的な施策を

検討する必要がある。

多文化共生の推進

多様性への理解促進

事業等

多様性に関する意識啓発

8 / 33 ページ



Ⅱ

4
具体的施策 (1)
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度

数値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

19

男女

共同

参画

室

①審議会等の女性委員比率（R1年

度29.6％） 目標:35%

②地方自治法（第２０２条の３）

に基づく審議会等の女性委員比率

（R1年度29.3％） 目標:35％

 「審議会等の設置及び運営に関する指

針」に基づき、女性の積極的な委員登用

の推進について、各審議会等の担当課に

周知を図る。また、審議会等を新設する

時（事前協議）や改選する時に女性委員

を登用するよう担当課へ依頼する。

「審議会等の設置及び運営

に関する指針」に基づき、

各種審議会等における女性

委員登用率向上のため、審

議会等新設事前協議におい

て、女性委員の積極的な登

用に理解を示していただく

よう依頼した。

※女性委員数 H31年

29.6％、R2年27.8％、R3年

27.6%

①27.6%

②27.1%

（令和３

年４月１

日現在）

B

総委員数が５人減少した

が、女性委員数が４人増

加したため、比率が増加

した。

「審議会等の設置及び運営

に関する指針」に基づき、

女性の積極的に委員登用の

推進について、各審議会等

の担当課に周知を図る。ま

た、審議会等を新設する時

（事前協議）や改選する時

に女性委員を登用するよう

担当課へ依頼する。

20
人事

室

あらゆる職種で性別に関わりなく採用活

動を行い、多様な人材確保に努めてい

く。また、引き続き性別の偏っている職

域の人員構成を是正し、性別を固定化せ

ず職域を拡大する。

あらゆる職種で性別に関わ

りなく採用活動を行い、令

和４年度新規採用として、

男性職員19名、女性職員17

名を採用した。

19名、17

名

（令和4

年度男

性、女性

採用数）

A

性自認の多様なあり方に

対応するため、採用試験

への申込書の性別欄を

「男・女」の選択制では

なく、任意記載欄とし

た。

あらゆる職種で性別に関わ

りなく採用活動を行い、多

様な人材確保に努めてい

く。

人事

室

市職員の女性管理職比率（R1年度

21.8%）

目標：25.0％

引き続き女性職員の管理職員への登用の

拡大を図る。

性別による固定的役割分担

に捉われることなく、男女

問わず個性と能力が十分発

揮されるよう、適材適所の

人員配置を行い、令和３年

度の女性管理職割合は

24.4％（管理職90名中22

名）と、高い比率で推移し

た。

24.4% A

令和3年度の女性管理職

割合は24.4％（管理職90

名中22名）となり、令和

2年度の女性管理職割合

23.1％（管理職91名中21

名）と比較し、1.3ポイ

ント増加し、高い比率で

推移している。

引き続き女性職員の管理職

員への登用の拡大を図る。

指導

室

管理職候補の女性教員の意識を継続的に

醸成し、研修会への積極的な参加と資質

向上を目指すとともに、女性教員の管理

職への登用の促進を図る。

管理職選考試験の受験に関

する研修会を開き、資質向

上を図るとともに、女性教

員の管理職への登用の促進

を図った。

B

校⾧職、副校⾧職、教頭

職の女性の人数につい

て、令和２年度と同数を

維持した。

学校教育課の女性の指導主

事が１名減ったので、登用

を促進する。

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

事業等

市の審議会等における女性

委員の登用

職域にとらわれない職員の

採用

女性職員の管理職への登用21

基本目標 誰もが自らの意思により、あらゆる分野に参画できる環境づくり

施策の基本的方向 あらゆる分野における女性の活躍推進 計画書

P40-41政策・方針決定過程への女性の参画の推進
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(2) 計画書 P41
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

22

商工

振興

課

国、県の作成した各種パンフレット等を

配架し、事業主に周知を行う。

「働きながらお母さん・お

父さんになるみなさまへ」

等の男女共同参画に繋がる

チラシを配架した。

A

課のカウンター前のラッ

クと各事業所に対しパン

フレットを種類別に配

架・配布し、自由に閲覧

できる環境を作った。ま

た必要に応じて希望者へ

の配布を行った。

パンフレットを全ては配布

できなかったため、より多

くの人の手に取ってもらえ

るよう掲示場所等を工夫す

る。

市民

活動

推進

課

自治会⾧の女性比率（R1年度

8.7%）

目標：増加

鎌ケ谷市自治会連合協議会の理事会等

で、男女共同参画に関する周知や働きか

けを行う。

鎌ケ谷市自治会連合協議会

の理事会で、審議会委員等

の委嘱の際に、女性役員を

登用するよう啓発を行っ

た。

16.8%

女性自治

会⾧17÷

自治会数

101×100

B

令和３年度は新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡

大防止のため会議を書面

開催とすることが多かっ

たため、書面で男女共同

参画に関する周知や女性

役員登用について周知を

行った。

自治会の班⾧・支部⾧では

女性の参画が多くみられる

が、役員となると女性比率

が減少する傾向がみられ

る。そのため、役員への女

性登用について引き続き周

知を行う。

商工

振興

課

女性役員の登用推進を図るため、女性の

登用の働きかけを関係団体に行う。

関係団体である鎌ケ谷市商

工会へ役員女性役員の登用

促進のお願いを行った。な

お、令和３年度現在、役員

２４名中４名が女性であ

る。

B 特になし。

引き続き役員交代の際等

に、女性登用の促進をお願

いすることとする。

農業

振興

課

役員への女性登用を継続して実施する。
関係団体の女性委員数は現

状維持に留まった。
B

次期役員改選に向け、女

性農業者に対し声掛けを

行った。

多くの団体において構成員

の女性数が絶対的に少な

い。

農業

委員

会

女性委員の登用に向けて、関係団体等に

必要性をPRする。

定例総会・関係団体に女性

の登用についての働きかけ

を行った。

A 特になし。

令和５年度の委員改選に向

けた、女性登用についての

理解を得られるような関係

団体への積極的な働きかけ

を行う。

具体的施策 事業所、農業等における男女共同参画の推進

事業等

事業所における男女共同参

画の推進

関係団体への女性役員登用

の推進
23
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24

農業

振興

課

家族経営協定の締結数（R1年度

24件（累計））

目標：増加

既存の認定農業者へ家族経営協定の締結

を促す。

家族経営協定数について増

減なし。
B

認定農業者に対し、家族

経営協定締結について声

掛けをした。

令和４年度については、１

件家族経営協定を行うこと

を検討する。

25

市民

活動

推進

課

引き続き、市民活動フェスタと男女きら

りフェスタを同日開催することを検討

し、市民や地域団体等に男女共同参画の

推進を行う。

令和4年3月12日、13日の2

日間にわたり市民活動・男

女きらりフェスタを、4つの

テーマに分け開催した。

23人

（きらり

フェス

タ）

A

昨年度に引き続きオンラ

インで開催した。安定し

た進行を行うために事前

にZoomの動作確認等に

ついて打合せを行った。

また、講義だけにせず親

子で参加できるワーク

ショップの時間を設け

た。

市に登録している団体の活

動発表の場をどのように設

けるか検討が必要である。

(3) 計画書 P41
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

26

商工

振興

課

女性の起業に対する情報の提供を行うと

ともに、起業支援に関する補助金等によ

る支援を行う。

【空き店舗活用補助金、コ

ミュニティビジネス事業・

ベンチャービジネス事業補

助金、創業支援セミナー】

女性の起業についての情報

提供を行うとともに、起業

を支援する補助金により、

女性の起業を促進した。

A

起業を目指す女性人材を

発掘し支援することで、

「男は仕事女は家庭」と

いう固定的性別役割分担

の解消につながった。

現在はリモートワークも活

発に推進されていることか

ら、子育てをしている女性

でも働きやすい環境を周知

し、起業に繋げていきた

い。

具体的施策 女性のための起業支援

事業等

女性のための起業支援

家族経営協定の普及促進

ボランティア活動など地域

社会への参加の促進
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5
(1)

事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

27

男女

共同

参画

室

国・県等からの女性のエンパワーメント

に関する情報について男女共同参画推進

センターに配架し周知を行う。

女性のエンパワーメントに

関する国・県の事業等につ

いてチラシ・ポスターの配

架を行った。

A

「女性のための相談」を

通じて、利用者に県の講

座の紹介を試みた。

より効果的な周知方法の検

討。

国・県等からの女性のエン

パワーメントに関する情報

について男女共同参画推進

センターに配架し周知を行

う。

28

男女

共同

参画

室

講座等の年間受講者数（Ｒ１年度

2,112人）

目標：増加

新型コロナウイルス感染対策を講じたう

えで女性のためのエンパワーメント講座

を実施し意識啓発を行う。

新型コロナウイルス感染拡

大防止のため中止となっ

た。

1,747人

（年間受

講者数）

D

対面によらない方法などを

検討し、女性のためのエン

パワーメント講座を実施す

る。

(2) 計画書 P44
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

29

男女

共同

参画

室

男女共同参画関連団体と行うネットワー

ク会議にて国立女性会館（ＮＷＥＣ）の

行う講座等の参加を促す。

新型コロナウイルス感染拡

大防止のためネットワーク

会議は実施できなかった。

D

対面による会議の場以外

で、情報提供が可能な時期

を検討する。

令和4年度はネットワーク会

議関連団体への情報提供を

行う。

計画書

P44

施策の基本的方向 女性の就労支援と労働環境の向上
具体的施策 女性のエンパワーメントのための学習機会の提供

事業等

事業等

女性のエンパワーメントに

関する情報の提供

人材育成に関する情報の提

供

女性のエンパワーメントに

関する講座の実施

具体的施策 人材育成に関する情報の提供
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(3) 計画書 P44-45
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

男女

共同

参画

室

市内事業所に対し、男女共同参画関連表

彰制度について情報の提供を行う。

市商工会へ表彰制度の通知

を行った。また、今年度表

彰について、市ホームペー

ジ上に掲載をした。

A

表彰結果を周知するた

め、市ホームページ上に

事業主体である千葉県の

リンク先を設定した。

市内事業所に対し、男女共

同参画関連表彰制度につい

て情報の提供を行う。

商工

振興

課

男女共同参画表彰制度に関する情報につ

いて周知を図る。

千葉県男女共同参画推進事

業所表彰で毎年表彰はされ

ているが、県から情報共有

等がなかったこともあり、

市内の事業所への周知は

行っていない。

D 特になし。

関係課と調整し、市内事業

所等に向けチラシを配架し

周知する。

31

商工

振興

課

関係機関と連携を図るとともに、講座の

認知度を高めて受講者の増加を目指す。

新型コロナウイルス感染症

の影響により、セミナーを

中止したため、国や県の

リーフレット等の案内を

行った。

17人 C

新型コロナウイルス感染

症の影響で開催できない

中、他の施設のオンライ

ンセミナー等の案内を

行った。

新型コロナウイルス感染症

の影響を踏まえた就職活動

に関する内容等をやってい

きたい。

32

商工

振興

課

無料職業紹介所や無料就職相談会によ

り、女性の労働相談を充実させるととも

に再就職への支援を行う。

無料職業紹介所により労働

相談を受け付け、令和３年

度の女性の就職件数は４６

件中２１件だった。就職に

つなげるなど、再就職への

支援を行った。

A

求人情報の把握が時間を

かけずにできるよう、紙

媒体の掲示の仕方を工夫

する等し、相談員が親身

に対応するようにした。

採用されても⾧期勤務が難

しい方が多いため、継続し

て勤務してもらえるように

していきたい。

就職関係講座の実施

30
男女共同参画関連表彰制度

に関する情報の提供

労働相談の実施

具体的施策 雇用の場における均等な機会の促進

事業等
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33

男女

共同

参画

室

①講座等の年間受講者数（R1年度

2,112人）目標：増加

②就労支援講座の受講者の就労者

数（R1年度6人）目標：６人

女性のためのパソコンお仕事講座を実施

し、転職や再就職を支援する。

10月2日から11月6日までの

8日間、女性のためのパソコ

ンおしごと準備講座を実施

した。受講者は10名で、P検

3級取得者2名、就労者1名

だった。

①1,747

人

②1名

A

少人数の実施となったが

その分個別指導が可能と

なり、受講者の満足度は

高かった。

講座後のアフターフォロー

（就活についての進捗等を

話す場）の必要性について

検討。

4年度も引き続きパソコンに

関する講座を実施し、転職

や再就職を支援する。

34
人事

室

女性が活躍できる環境づくりや仕事と家

庭の両立を目的とした鎌ケ谷市特定事業

主行動計画と女性の登用状況について、

市ホームページで公表する。

鎌ケ谷市特定事業主行動計

画と女性の登用状況につい

て、市ホームページで公表

した。

24.4%

（市職員

の女性の

管理職比

率）

A

令和３年度の女性管理職

割合は24.4％（管理職90

名中22名）となり、令和

2年度と比較し、1.3ポイ

ント増加した。

男性職員の育児休業取得

率が7.1％となり、令和2

年度と比較し、3.1ポイ

ント増加した。

男性職員の育児休業等取得

を促進するための対応を行

う。

35
人事

室

障がいのある職員が安心して働ける環境

を整え、活躍を推進できる体制を整備す

る。

また、 障がい者を対象とした職員採用試

験を実施するとともに、法定雇用率の公

表を行う。

障がい者を対象とした職員

採用試験を実施し、令和4年

度新規採用職員として障が

いのある職員を2名採用し

た。また、令和3年11月に国

が実雇用率を公表した。

2名、

1.76％

（令和4

年度新規

採用職員

数（障が

い者）、

障がい者

実雇用率

（R3.6.1

時点）

A

会計年度任用職員につい

ても、障がいのある方の

募集を行った。

引き続き、知的及び精神障

がいも含めた障がい者の職

員採用試験を実施するとと

もに、障がいのある会計年

度任用職員の募集を行うた

め、広報や窓口等で周知を

行う。

36

男女

共同

参画

室

一般事業主行動計画の策定について、市

内事業者への周知方法を検討する。

行動計画策定について市

ホームページ上に記事の掲

載を行った。

A
ホームページ上への記事

掲載。

制度改定について周知の方

法や、ホームページの情報

更新を行う。

女性の就職促進支援事業の

実施

特定事業主行動計画及び女

性の登用状況の公表

障がい者活躍推進計画及び

障がい者の実雇用率の公表

一般事業主行動計画の策定

促進
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具体的施策 (4) 計画書 P46
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

37
人事

室

ハラスメント苦情相談員及び苦情処理委

員会の設置、研修の実施によりハラスメ

ントの防止を図る。

ハラスメント苦情相談員及

び苦情処理委員会の設置、

研修の実施によりハラスメ

ントの防止を図った。令和

３年度のセクシャルハラス

メント（性的嫌がらせ）等

に関して、苦情相談員を通

じた人事室への報告件数は

０件だった。

0件

（セク

シャルハ

ラスメン

ト苦情相

談件数）

A

新たに妊娠、出産、育児

休業等に関するハラスメ

ントについての規定を明

文化する等の要綱等の改

正を行った。

職場におけるハラスメント

の形態は近年、多様化して

おり、これまでハラスメン

ト研修で取り扱ってきたパ

ワハラ、セクハラに、その

他のハラスメントの要素を

追加することについて検討

する必要がある。

38
人事

室

市職員におけるハラスメント研修

の受講者割合（R1年度84.4%）

目標：87.0％

全職員の受講を目標として毎年ハラスメ

ント（セクシュアルハラスメント・パ

ワーハラスメント）防止研修を実施す

る。

ハラスメント（セクシュア

ルハラスメント・パワーハ

ラスメント）防止研修を実

施し、31名（男性18名、女

性13名）が参加したことに

より、正規職員の受講率は

85％となった。

85% A

新型コロナウイルス感染

症の感染拡大が続く中、

より多くの職員が受講で

きるよう、開催時期や会

場配置を工夫した。

職場におけるハラスメント

の形態は近年、多様化して

おり、これまでハラスメン

ト研修で取り扱ってきたパ

ワハラ、セクハラに、その

他のハラスメントの要素を

追加することについて検討

する必要がある。

ハラスメント防止対策の推進

職員に対するハラスメント

防止研修の実施

事業等

庁内におけるハラスメント

に関する相談窓口の設置
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6
具体的施策 (1)
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

39
人事

室

①市職員の子育て休暇取得率(R1

年度72.2％）目標：80％

②市男性職員の育児休業取得率

（R1年度４％）目標：15％

ノー残業デーを厳格なものとし、さらな

る拡大を目指す。

７月・８月・１０月・１１

月・１月を一斉定時退庁の

強化月間に設定した。ま

た、文書での通知、庁内放

送での呼びかけ、連絡会議

を通して周知等を行った。

また、時間外勤務時間の上

限を設定した。全庁の時間

外勤務時間数は,令和3年度は

69,912時間で、昨年度から

6,073時間増加した。

①69.6%

②13.6%
C

令和２年度の時間外勤務

時間数が、令和元年度と

比較して、10,504時間減

少した。

市男性職員の育児休業に

ついて、令和２年度１人

から、令和３年度は３人

となった。

時間外勤務枠配分制度を適

正に運用する。

男性職員の育児休業等取得

を促進するための対応を行

う。

幼児

保育

課

一時預かり保育事業、病児・病後児保育

事業、延⾧保育などの保育サービスを引

き続き提供していく。

保護者の負担軽減のため、

一時預かり、延⾧保育、病

後児保育、病児保育を継続

実施する。市内幼稚園での

預かり保育を推進する（幼

稚園6園での継続事業に補助

する）。

65,391件

（一時預

かり・病

児病後

児・延⾧

保育等）

A

引き続き、保護者の負担

軽減のため、一時預か

り、延⾧保育、病後児保

育、病児保育を継続実施

するため、市HPや窓口

等を通じて周知啓発を

行った。

引き続き、保護者の負担軽

減のため、一時預かり、延

⾧保育、病後児保育、病児

保育を継続実施する。

こど

も総

合相

談室

ファミリー・サポート・センターの事業

を周知し、仕事と家庭生活が両立できる

よう支援する。それぞれの家庭の状況に

応じた支援が実施できるよう、提供会員

の確保のため研修会等を定期的に開催す

る。

子育て世代が多く利用する

施設などへのポスター掲示

や広報を通して、提供・両

方会員の増加に努めるとと

もに、不安なくサポートが

行えるように提供会員研修

の充実を図った。

165人

提供会員

数

B

会員相互が安心して活動

ができるよう救命研修等

のフォローアップ研修の

充実を図った。

利用実績件数は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に

より、昨年度より減少した

ものの、これまでは年々増

加傾向であったことから、

提供会員の増加を図るとと

もに、ヒヤリハット等の危

機管理能力の向上を図り、

引き続き、安心安全な支援

体制を整備していく必要が

ある。

計画書 P48
ワーク・ライフ・バランスが実現できる環境づくりの推進

事業等

時間外勤務時間数の削減・

休暇（育児・介護等）の取

得促進

40 保育サービスの提供

施策の基本的方向 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和）の支援
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こど

も支

援課

放課後児童クラブに子どもの入所を希望

しているひとり親家庭に対し、サービス

の提供ができるよう、施設の整備・改修

を実施する。

放課後児童クラブに子ども

が入所しているひとり親家

庭に対し、制度の周知を行

い、保護者負担金の減免措

置を実施した。

A

放課後児童クラブに入所

しているひとり親家庭に

対し、積極的に周知を図

るとともに、適正に保護

者負担金の減免措置を実

施した。

ひとり親家庭に対しては、

保護者負担金の減免制度を

ホームページ等で周知する

とともに、入会の申請時に

説明するなど、申請漏れの

ないよう対応していく。

こど

も総

合相

談室

ひとり親家庭の自立と生活の安定のた

め、それぞれの状況に応じた経済的支援

の実施や就業・修業等に関する情報を提

供する。

児童扶養手当受給者を対象

に、生活の安定と向上を図

るための事業の周知を行

い、個別の相談の際には有

効的な各種支援事業につい

て案内した。

A

児童扶養手当関連の送付

物に同封し、事業の周知

を図るとともに、児童扶

養手当関連の手続きの際

に案内できるよう体制を

整えた。

問い合わせなどで制度の案

内をしているが、利用には

つながっていない状況があ

ることから、周知方法につ

いて、検討が必要である。

学務

保健

室

就学援助費支給申請者に対し認定審査を

行い、該当世帯に対し、学用品費、校外

活動費、学校給食費等、就学に必要な援

助を行うことで、就学費用の支出が困難

な家庭（保護者）に対する経済的負担を

軽減する。

認定基準に基づき審査を行

い、就学費用の支出が困難

な家庭（保護者）に対し

て、就学援助を行った（認

定者数：628人）。

A

入学準備学用品費につい

ては、今まで３月に支給

していたものを、申請時

期に応じて支給時期を早

める（１月支給）などの

対応を行った。また、コ

ロナ禍に伴う困窮家庭の

経済的負担を軽減するた

め、全保護者を対象とし

たお知らせ（チラシ）

を、年度当初だけでなく

１０月と１月にも配布

し、制度の周知を図っ

た。

引き続き、全保護者を対象

としたお知らせの配布を年3

回実施し、制度周知を図

る。また、他市の認定方法

等を調査し、さらなる認定

作業の迅速化を検討する。

41
ひとり親家庭に対する相談

及び支援の実施
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幼児

保育

課

保育所等の待機児童数（R1年度0

人）

目標：０人

男女が仕事と家庭生活を両立できるよ

う、市内私立幼稚園での預かり保育を引

き続き推進していくとともに、保育園及

び幼稚園、認可外保育施設等の情報を発

信していく。

令和３年４月１日時点にお

いて、国基準の待機児童ゼ

ロを達成することができ

た。

０人 A

幼児教育・保育の無償化

により対象となった幼稚

園について、保護者へ周

知を行うとともに、預か

り保育についても周知を

行った。

令和４年度に実施予定の子

ども・子育て支援事業計画

の中間見直しについて、適

正な保育の量を見込み、確

保量の推計を的確に行い、

施設整備の実施の有無につ

いて検討し、待機児童ゼロ

の継続を目指す。

こど

も支

援課

放課後児童クラブの待機児童数

(R1年度０人）目標：0人

鎌ケ谷市の放課後児童クラブについて

は、年々、入所希望者は増加しており、

その保護者の希望に対し、サービスの提

供ができるよう、施設の整備・改修を実

施する。

北部小学校放課後児童クラ

ブにおいては、クラブ室の

移転とあわせて、施設の改

修工事を実施した。

０人 A

北部小学校放課後児童ク

ラブの改修を実施し、環

境改善を図るとともに、

定員も３５名から３７名

と２増員した。

令和４年度は、令和５年度

の東部小学校放課後児童ク

ラブの改修に向けて、設計

委託を予定している。

43

全課

（男

女共

同参

画

室）

市主催事業での一時預かり制度を定着さ

せ、子育て世代の社会参加を推進する。

年間の利用者数をまとめる。

市主催の事業について預か

り保育を実施し、年間の申

込件数は14件、保育の延べ

人数は75人だった。

75人（保

育したこ

どもの

数）

A

令和3年度より保育付き

事業の申込件数・保育利

用人数について各課へ照

会を行うこととしてい

る。

コロナ禍における保育場

と、保育士の人数の確保が

困難。

来年度の保育利用者数を引

き続きまとめ、一時預かり

制度の定着及び周知を行

う。

市の主催事業等における一

時預かり保育の実施

42
保育所等・放課後児童クラ

ブの待機児童ゼロの継続
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具体的施策 (2) 計画書 P48-49
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

障が

い福

祉課

障がいを持つ方が、就職を目指したり、

日中活動を行うにあたって、障害福祉

サービス利用の充実を図る。

福祉のしおりの作成、配

布。

手話通訳者の派遣制度を実

施した（利用者３９１名に

対し、派遣回数延べ４５６

回）。手話通訳者が窓口で

受けた相談件数５１３件

（聴覚障がい者）

A

障がいを持つ方が、就職

を目指したり、日中活動

を行うにあたって、障害

福祉サービス利用の充実

を図った。

今後も制度の周知を継続し

ていく必要がある。

こど

も支

援課

児童センター等で実施している、つどい

の広場、子育てサロンにおいて相談業務

を継続するとともに、子育て支援コー

ディネーターによる子育ての情報提供や

助言などを行う。

児童センター等で実施して

いる、つどいの広場、子育

てサロンにおいて相談業務

を継続するとともに、子育

て支援コーディネーターに

よる子育ての情報提供や助

言などを行った。

A

新型コロナウイルス感染

状況から人数制限などを

設け、各事業や相談を実

施し、その中において、

各家庭の状況に応じて、

きめ細かな相談を行っ

た。

新型コロナウイルスの感染

状況を確認しながら、相談

業務等の実施体制について

検討する。

こど

も総

合相

談室

子育てに不安や負担を感じている方が安

心して家庭生活が送られるよう、それぞ

れの状況に応じた相談支援を実施し、必

要に応じた子育て支援サービスを提供す

る。

子育てに不安を持っている

方、育児について相談相手

が少ない方、子育ての負担

が大きい家族等に対して、

関係機関と連携を図りなが

ら、相談を行うとともに、

必要に応じて、子育てサー

ビスにつなげた。

A

関係機関と連携を図り、

対象者に積極的にアプ

ローチして問題解決のた

めに相談に乗ることがで

きた。

支援開始時期等の見極め、

支援の⾧期化、支援対象世

帯の介入拒否などの課題が

ある。

事業等

家庭生活（家事・育児・介護等）における男女共同参画の推進
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子育

て支

援セ

ン

ター

児童センター等で実施している、つどい

の広場、子育てサロンにおいて相談業務

を継続するとともに、子育て支援コー

ディネーターと連携し子育ての情報提供

や助言などを行う。

つどいの広場や子育てサロ

ン等で保護者から育児の悩

みを聞き、保護者の気持ち

に寄り添い傾聴するととも

に、HPやおたよりを通して

子育て支援事業や子育てに

関する情報提供を行った。

A

毎月HPを更新しおたよ

りや子育て支援事業に関

する情報を掲載した。

市役所渡り通路に、市内

児童センターのおたより

とパンフレットを配架

し、子育て支援情報を

PRした。

子育て支援コーディネー

ターとの打合せを年３回

実施し、子育て支援情報

の共有をするとともに、

更なる連携の強化を図っ

た。

子育て支援情報のPRを促進

ための方法を検討する。

(Facebook、ツイッター等

の活用、民間施設へポス

ター掲示及びおたより配布

をする。）

子育て相談に応じて、関係

機関と連携し対応する。ま

た、相談事業に携わる児童

センター職員（アドバイ

ザー）の資質向上を図る。

幼児

保育

課

子育て支援を充実し、保育園で乳幼児の

子育ての不安、悩みなどの相談に応じ

る。

新型コロナウイルス感染症

の影響により実施事業の休

止もあったが、子育ての孤

立化や不安の解消を図るた

め、保育園での地域子育て

支援事業について積極的に

情報提供を行った。

437件(地

域子育て

支援事

業）

A

保育園での地域子育て支

援を充実することで、よ

り多くの乳幼児の子育て

の不安、悩みなどの相談

に応じた。

新型コロナウイルス感染症

による子育て支援事業への

影響について検討し、相談

業務の効率的な方法等につ

いても検討を行う。

高齢

者支

援課

地域包括支援センターと行政、関係機関

との連携のもと、情報提供や相談業務を

行う。

地域の高齢者、その家族が

安心して生活を継続してい

くことができるよう総合相

談支援業務を実施すること

ができた。

A

コロナ禍で実施事業の制

限があったが、関係機関

と連携をとり、個別に対

応し解決に向けて支援す

ることができた。

各地域包括支援センターと

行政、関係機関と情報共有

し、他分野における複雑化

した相談に対しても迅速に

対応していく。また、相談

機関のひとつとして、地域

住民、商店、企業等にも周

知していく。

44
子育て・介護等の相談及び

情報の提供
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健康

増進

課

健康相談・健康診査等において、子育て

に関する相談及び情報提供を行う。

乳幼児健康相談・健康診査

や地区健康相談等での相談

業務及び子育て支援の情報

提供を行った。また、健康

教育の場で、乳幼児健診等

での相談が可能なことを周

知した。相談296回3,349人

実施。ウエルカムベビース

クールにおいて（新型コロ

ナウイルス感染症の影響に

より、後半よりウエルカム

ベビーアドバイスに名称変

更）出産後の育児支援につ

いての情報提供や夫も参加

できるよう環境整備を行っ

た。

相談296

回3,349

人

A

新型コロナウイルス感染

症の影響により、市の乳

幼児健診に来所できない

者や未受診の者について

は、個別に訪問や面接等

を実施した。また、新型

コロナウイルス感染症の

影響により、ウエルカム

アドバイスの名称変更に

伴い、訪問等個別対応で

実施した。

育児不安を持つ母も多くい

ることから、妊娠期から丁

寧な関わりや必要なサービ

ス等の情報提供を行う。

こど

も支

援課

地域の子育て支援拠点施設である児童セ

ンターにおいて、子育て親子（おおむね

３歳未満の児童）の交流を進めるため

の、つどいの広場事業を実施するととも

に、利用者にアンケート調査を行い、そ

の結果を検証し、事業の充実を図る。

市内の各児童センターにお

いて、それぞれ決められた

曜日（週３日）に、子育て

親子同士の交流及び子育て

相談等を行うつどいの広場

事業を実施した。

A

 新型コロナウイルス感染

状況から人数制限などを

設け、各事業を実施した

ほか、利用者のニーズを

把握するため、アンケー

ト調査を実施し、事業の

見直しなどの検討を行っ

た。

引き続き、感染症対策を実

施するとともに、令和３年

度に実施したアンケート調

査などに基づき、子育て中

の親子が楽しめる居場所と

なるように、事業の見直し

を適宜行っていく。

子育

て支

援セ

ン

ター

つどいの広場や子育てサロン等で不安や

迷いの多い子育て中の保護者が気軽に子

育ての悩みなどを話すことで、育児の孤

立化を防ぎ、仲間つくりのきっかけの場

とする。

新型コロナウイルス感染状

況を踏まえ、利用制限など

を設け、つどいの広場や子

育てサロン等を実施し、保

護者から育児の悩みを聞

き、保護者の気持ちに寄り

添い傾聴した。また、子育

て法「機中八策」講座を実

施した。

６回、１

２９名

機中八策

５分講座

実施回

数、参加

者数(令和

４年２月

末のデー

タ)

A

子育て法「機中八策」市

民向け講座を企画してい

たが、新型コロナウイル

ス感染状況を踏まえ、⾧

時間の集会型の講座は中

止し、つどいの広場内に

て５分講座を実施した。

つどいの広場や子育てサロ

ン等では、子育ての悩みを

気軽に話せる環境（人的・

物的）を作り、保護者の気

持ちに寄り添い、相談事業

を実施する。

育児の孤立化を防ぐため

に、子育て法「機中八策」

を継続的に実施する。

45
地域による子育て支援の充

実
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子育

て支

援セ

ン

ター

パパサロンやつどいの広場を実施するこ

とで、父親の育児参加を促すとともに、

父親同士の交流の楽しさを伝える。

パパサロンは新型コロナウ

イルス感染症対応のため実

施できなかったが、つどい

の広場にて父親の育児参加

の大切さを伝え、父親同士

が自然に交流することがで

きるように声をかけた。

０回、０

名

パパサロ

ン実施回

数、パパ

サロン参

加人数

B

パパサロンに限定せず、

つどいの広場で父親の育

児参加の大切さを伝え

た。

パパサロンの再開時に向

け、パパサロンの周知を

行った。

つどいの広場や子育てサロ

ンにて父親の育児参加の大

切さを伝えるとともに、子

育ての楽しさを周知する。

パパサロン再開については

感染症対策を講じて実施

し、父親が育児に積極的に

参加し楽しめるようなカリ

キュラムを設定するととも

に、父親同士の自然な交流

を促していく。

健康

増進

課

健康相談・健康診査等において、子育て

支援の情報提供を行う、また、個別妊婦

訪問において、夫の参加ができるよう環

境整備を行う。

健康相談・健康診査におい

て、子育て支援の情報提供

を行った。また、ウエルカ

ムベビースクールにおい

て、出産後の育児支援や保

育園入園等についての情報

提供を行った。個別対応で

は、訪問等で実施し、夫が

参加できるよう配慮を行っ

た。

A

新型コロナウイルス感染

症の影響により、訪問等

でウエルカムベビーアド

バイスを実施し、夫も参

加できるように配慮し、

個々の妊婦に応じて安心

して妊娠生活を送れるよ

うきめ細かい支援を行っ

た。

ウエルカムベビーアドバイ

スを来所コースと訪問コー

スを設置し、新型コロナウ

イルス感染症の影響下で

も、妊婦が参加しやすい

コースを選択できるように

する。

46 男性の子育てへの参加
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男女

共同

参画

室

結婚（事実婚含む）している男性

の家事や育児や介護などに携わっ

ている１日の平均時間

『男女共同参画推進に関する市民

意識アンケート調査』（R1年度

２、３時間）

目標：増加

来年度の配布に向け男女共同参画推進セ

ンターと連携し、男性向けの育児啓発冊

子の仕様を策定する。

９月に健康増進課の意見を

伺った後、プロジェクトマ

ネージャー及びセンタース

タッフと連携し冊子のたた

き台を作成した。

2.29時間

（男性

の、育児

介護家事

にあたる

1日の平

均時間）

B

R3年度新規事業。冊子配

布の目的や方向性につい

てその都度確認し、理解

しやすい表現を心掛け

た。

秋ごろの発行に向けて４月

以降に子育て支援センター

の意見を伺い、７月に懇話

会に諮る。

健康

増進

課

母子健康手帳交付時に男性の育児参加を

促す冊子を配布する。

男性の育児休業や両立支援

を活用して仕事と育児を両

立するためのヒントをまと

めたパンフレットを配布し

た。

A

夫婦で母子健康手帳の交

付に来所する者も多く、

妊婦だけではなく夫や

パートナーに対しても育

児参加について呼びか

け、周知を行った。

来年度も引き続き、母子健

康手帳交付時に男性の育児

参加を促す冊子を配布す

る。

48

男女

共同

参画

室

結婚（事実婚含む）している男性

の家事や育児や介護などに携わっ

ている１日の平均時間

『男女共同参画推進に関する市民

意識アンケート調査』（R1年度

2，3時間）

目標：増加

男女共同参画週間に合わせて「おとう飯

レシピ募集事業」を実施し、男性の家事

参加の意識啓発を行う。

おとう飯レシピ募集につい

ては11件応募があり、89件

の投票を得た。

2.29時間

（男性

の、育児

介護家事

にあたる

1日の平

均時間）

A 令和3年度新規事業。

事業についてより効果的な

周知方法の検討。

令和4年度も引き続き男女共

同参画週間に合わせておと

う飯レシピ募集を行う。

男性の家事参加の促進

47
男性向けの育児啓発冊子の

配布
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Ⅲ

7

具体的施策 (1)

事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

男女

共同

参画

室

毎週水曜日に「女性のための相談」

を実施し、必要に応じ各相談窓口に

つなげる。

相談内容からDVの緊急性を

判断し、当室での支援もし

くは「女性のための相談」

へつないだ。

110件

（女性の

ための相

談利用件

数）

A

他部署からの紹介で相談

につながったケースがあ

る。

引き続き相談体制の充実の

ために「女性のための相

談」を実施し、必要に応じ

各相談窓口につなげる。

こど

も総

合相

談室

DVが子どもに与える影響に配慮し、

被害者が子どもと安全な生活を送れ

るよう相談支援を実施する。

ケースワーカー５名、事務

担当職員1名、家庭児童相談

員2名、一般事務補助員1名

を配置し、相談業務を行っ

た。

A

研修等への参加をとおし

て、職員の専門性の向上

を図り、児童虐待防止対

策の体制強化を行った。

児童虐待相談受付件数等の

増加により、迅速な対応方

法や技術の習得等、職員の

専門性の向上が必要であ

る。

50

男女

共同

参画

室

ＤＶ防止に向けた啓発事業の実施回

数（R1年度7回）

目標：９回

パープルリボン運動の告知等を行

い、女性に対する暴力の排除を啓発

する。

女性に対する暴力をなくす

運動期間に庁内、総合福祉

保健センター、男女共同参

画推進センター、市内各公

共施設のトイレ、市内整形

外科へ啓発ポスターの掲

示、チラシの配架、トイレ

内の相談カードの配置を依

頼し、男女共同参画推進セ

ンターでリボンツリーを設

置した。この運動について

広報及び市男女共同参画推

進センターニュース「ほほ

えみ」へ掲載した。

7回

（DV防

止に向け

た啓発事

業の実施

回数）

A

今年度は啓発物の配架依

頼先にDV被害者が受診

する可能性の高い整形外

科を追加した。

HPやツイッター等の活用に

よる周知の方法を検討す

る。

 第3次鎌ケ谷市男女共同参画計画進行管理表

相談体制・啓発活動の推進

事業等

相談体制の充実49

女性に対する暴力をなくす

運動の広報

基本目標 誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり

施策の基本的方向 DV等あらゆる暴力の根絶 計画書

P53
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51

男女

共同

参画

室

県が実施している男性のための相談

事業について広報紙等で周知を行

う。

11/1広報かまがやに男性の

ための相談連絡先を掲載し

た。

B

問い合わせがあった際に

県の相談窓口を案内して

いる。

引き続き、男性のための相

談について広報及びHP等で

周知を行う。

52

こど

も総

合相

談室

11月の児童虐待防止推進月間に合わ

せて、児童虐待の知識や早期発見に

ついて広報誌を通じて市民に広く周

知する。

児童虐待防止の啓発ポス

ターの掲示やリーフレット

の配布を行い、児童虐待防

止ののぼりを展示した。

A

広報誌の内容をより分か

りやすくし、また、掲示

場所を増やし、市民に広

く周知するよう努めた。

家庭や学校、地域等の社会

全般にわたり、児童虐待問

題に対する深い関心と理解

を得ることができるような

周知方法を検討する。

(2) 計画書 P53
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

男女

共同

参画

室

ＤＶ被害者支援に係る関係機関及び

団体等で構成されるＤＶ被害者支援

連絡会議に出席し、被害者への対応

事例などについて意見交換し、庁内

外における連携を行う。

鎌ケ谷市児童虐待防止対策

等地域協議会への出席及び

書面会議にて児童虐待の

ケースを通じDVケースの把

握をし、支援の連携を行っ

た。

A 特になし。

引き続き会議の出席を通じ

て関係機関との連携及び

ネットワークの強化を行

う。

こど

も総

合相

談室

被害者やその子どもの安全な生活を

守るため、要保護児童対策地域協議

会を通して、その家庭に関わる関係

機関と情報共有及び、必要な支援に

ついて検討する。

実務者会議の効果的な運営

方法について検討を行いな

がら、関係機関と支援対象

児等の支援に関する協議を

行った。

４回

実務者会

議開催回

数（書面

開催含

む）

A

会議等の運営方法につい

て、他市の運営方法を調

査するとともに、関係機

関と情報交換を行い、運

営方法について検討を

行った。

支援対象児童等の増加や児

童虐待に係る問題が複雑化

している状況において、限

られた時間の中で、効果的

な会議等の運営方法につい

て、引き続き検討する必要

がある。

関係機関とのネットワーク

の強化

事業等

具体的施策 DV・児童虐待関係機関との連携

男性のための相談の広報

児童虐待防止推進月間の広

報

53
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男女

共同

参画

室

緊急を要する保護に対応できるよ

う、一時保護施設との連携を図る。

緊急を要する保護について

その都度警察及び一時保護

施設との連携を図った。公

的シェルター3件、民間シェ

ルター2件の入所があった。

3件、2件 A 特になし。

引き続き被害者の安全を最

優先した対応ができるよう

関係機関との連携を行って

いく。

こど

も総

合相

談室

被害者とその子どもに緊急的な避難

や保護が必要な場合には、関係機関

と連携し適切な支援を行う。またそ

の後の生活についても安全が確保さ

れるよう継続した支援を行ってい

く。

鎌ケ谷市要保護児童対策地

域協議会の各関係機関と情

報共有等の連携を図りなが

ら、児童虐待等への対応を

行った。

A

地域全体で児童虐待防止

が図れるように、「鎌ケ

谷市子ども虐待予防・対

応マニュアル」の「保育

園・幼稚園版」と「小・

中学校版」の２種類のダ

イジェスト版を作成し

た。

児童虐待相談件数の増加に

伴い、児童虐待の発生防止

及び迅速な対応が求められ

ることから、関係機関と情

報共有等の連携を図りなが

ら、児童虐待等への対応を

行う必要がある。

55

男女

共同

参画

室

①講座等の年間受講者数（R1年度

2,112人）目標：増加

②ＤＶ防止に向けた啓発事業の実施

回数（R1年度7回）目標：９回

DV被害者支援に係る関係機関及び団

体等と連携し、DV被害者対応職務関

係者に向けた研修を実施する。

NPO法人女性ネットSayaｰ

Sayaが開催するDV被害者支

援者養成講座（基礎編及び

応用編）を後援した。10月

10日から令和4年1月30日ま

での期間、全10回の講座

だった。参加人数は10日間

で延べ147人。

①1,747

人

②7回

A 特になし。

同様の講座が行える団体の

検討。

令和4年度もDV被害者支援

の関連団体と連携し、DV被

害者職務対応者研修を実施

する。

DV被害者対応職務関係者

に対する研修の実施

54 一時保護施設との連携
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(3) 計画書 P56
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

56

男女

共同

参画

室

DV被害者の保護と自立支援のため

に、関係各課が情報の共有を図り、

連携体制を充実させる。

関係各課と情報共有し、関

係者会議の出席及び必要に

応じて打ち合わせをし支援

の方向性を確認した。

A

行政機関への同行支援や

案内など必要に応じ支援

を行った。

引き続き関係各課と連携体

制を充実させていく。

男女

共同

参画

室

子どもへの虐待を伴うDV相談等は虐

待担当職員にも同席してもらうな

ど、情報の共有を行う。

DV相談時には子どもの有無

の聞き取りをし、相談者了

承のもと面談には児童虐待

対応担当職員の同席を依頼

した。支援の際には情報共

有し、連携をした。

A

児童虐待対応担当職員の

同席により、支援の方向

性が明確になるとともに

相談技術の向上につな

がった。

子どもへの虐待を伴うDV相

談には児童虐待担当課の連

携が必要不可欠だが、DV担

当課と部署が違うことから

度々共有のしづらさを感じ

ており、今後検討が必要。

こど

も総

合相

談室

子どもの安全が守られない状況にあ

る場合には子どもの保護の必要性に

ついて関係機関と協議する。被害者

とその子どもが安心して生活が送る

ことができるよう必要な支援を実施

する。

DV被害で悩んでいる相談者

に、相談支援を行い、必要

に応じて専門的な相談先を

案内した。また、DV被害か

ら逃れて避難先で生活して

いた被害者は避難先で就労

し、子どもは就学した。生

活環境の変化が少ない転居

先を選択し、不安を少なく

する支援を行った。

A

相談技術の向上を図り、

DVによる子どもへの影

響を相談者が理解し、子

どもの安全と安心を視点

に考えて相談支援を行う

ことを共通認識し、子ど

もの支援の充実を図っ

た。

社会資源の活用を提案しな

がら、子どもの安全や安定

した生活を守るための対応

について、引き続き検討す

る必要がある。

58

男女

共同

参画

室

県内で配偶者暴力相談支援センター

機能を持つ自治体から設置に関する

情報収集を行う。

今年度は情報収集を行って

いない。
D 特になし。

設置に関する情報収集を行

う。

具体的施策

配偶者暴力相談支援セン

ターに関する研究

DV被害者と子どもの保護及び自立支援

事業等

被害者の保護・自立支援

57
被害者の子どもに配慮した

保護、支援の実施
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(4) 計画書 P54
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

59

男女

共同

参画

室

ＤＶ防止に向けた啓発事業の実施回

数（R1年度7回）

目標：９回

４月の若年層の性暴力被害防止月間

に合わせ、広報紙等で啓発を行う。

広報かまがや令和３年４月

１日号に若年層性暴力被害

防止月間についての記事掲

載を行った。

7回

（DV防

止に向け

た啓発事

業の実施

回数）

A 特になし。

広報記事以外の周知方法を

検討する。

令和４年度は広報かまがや

のほか、市ホームページ上

での周知を行う。

60

男女

共同

参画

室

①講座等の年間受講者数（R1年度

2,112人）目標：増加

②ＤＶ防止に向けた啓発事業の実施

回数（R1年度7回）目標：９回

③デートDV防止セミナー実施校数

（R1年度1校）目標：２校

市内中学校において、デートDV防止

セミナーを実施する。コロナ禍にお

いては啓発冊子の配付を行う。

鎌ケ谷中学校及び第二中学

校へデートDV予防冊子の配

付を行った。生徒宛て1213

冊 教員宛て104冊

①1,747

人

②7回

③2校

A

新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点から、R

１に行った講演形式では

なく、昨年度に引き続き

デートDV予防冊子を配

布する形式に変更した。

感染予防をしつつ、効果的

なデートDV予防の啓発方法

について検討が必要であ

る。

具体的施策 性的な暴力防止の啓発

事業等

若年層の性暴力被害予防月

間の広報

デートDV予防セミナーの

実施
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8
(1)

事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

安全

対策

課

防災会議の女性委員比率（R1年度

13.8％）

目標：増加

地域防災計画の改訂（令和３年度～

４年度に）にあたり、男女共同参画

の視点をより意識して防災会議委

員、防災関係機関及び庁内への意見

照会等を実施するとともに、防災対

策（備蓄品）や避難所運営において

男女共同参画の視点を盛り込む。

全庁的な意見照会及び女性

の防災会議委員へ意見照会

をした。また、備蓄物資の

整備や避難所での生活環境

において、女性に配慮した

内容を計画に記載すること

を確認した。

21.4% A 特になし。

市が指名することができる

学識経験を有する者等の委

員については女性を委嘱し

ておりますが、各防災関係

機関が推薦する委員につい

ては、市から要望等をする

ことが難しいこと。

教育

総務

課

市内２１箇所の指定避難所のうち、

今後避難所運営委員会の設立を目指

す９箇所については、設立にあたり

可能な限り女性の参画を促す。設立

済みの１２箇所については、役員変

更の際などに可能な限り女性の参加

を図る。

新型コロナウイルス感染症

対策等もあり、令和３年度

においては新たな避難所運

営委員会の設立に向けた活

動はほとんど実施出来な

かった。

また、設立済みの１２箇所

についても自治会総会や３

者会議の開催がほとんど無

かったことから、女性参加

の依頼は難しかった。

C 特になし。

市内２１箇所の指定避難所

のうち、今後避難所運営委

員会の設立を目指す９箇所

については、引き続き設立

にあたり女性の参画を促

す。また、設立済みの１２

箇所については、役員変更

の際などに可能な限り女性

の参加を図る。

62
警防

課

女性消防団員数（R1年度9人）

目標：11人

新型コロナウイルス感染症の影響に

より活動再開時期の見通しが立って

いないが、再開され次第、自主防災

訓練への指導参加や救命講習の指導

を行い、地域防災力の強化を図る。

新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点か

ら、救命講習、消防団訓

練、自主防災訓練、イベン

ト等が中止となり、消防団

女性部の活動についても会

議や女性部入団に伴う面

接、辞令交付式以外は未実

施となった。

12人 B

消防団員と地域住民との

繋がりにより消防団への

理解が得られ、入団に

至った。

新型コロナウイルス感染症

の影響により活動再開時期

の見通しが立っていない

が、再開され次第、自主防

災訓練への参加や救命講習

の指導を行い、地域防災力

の強化を図る。

計画書 P55

事業等

消防団への女性の参画

地域防災計画への女性の参

画
61

具体的施策 男女共同参画の視点に立った防災対策
施策の基本的方向 男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進
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男女

共同

参画

室

災害時避難行動において、女性の目

線で必要なものやケアすべきものを

まとめた啓発資料の作成に取り組

む。

冊子の素案を作成し２回安

全対策課と打合せを行っ

た。

B 令和3年度新規事業

冊子案を確定し、令和4年度

は冊子の印刷・配布を行

う。

安全

対策

課

防災講話や職員研修等の内容につい

て、男女共同参画の視点をより意識

したものにする。

防災講話等の機会に地域防

災計画を説明する際に、当

該計画が男女共同参画の視

点に立っていることにふれ

る。

26回

自主防災

訓練、防

災講話等

の実施数

A

防災講話、自主防災訓

練、避難所運営委員会に

おいて、地域防災計画が

男女共同参画の視点に

立っていることを説明す

ることとしている。

防災講話等の機会に地域防

災計画を説明する際に、当

該計画が男女共同参画の視

点に立っていることにふれ

る。

(2) 計画書 P56

事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

64

関係

各課

（男

女共

同参

画

室）

新たな公共設備の整備や、設立にお

いて、性差に起因する問題の解消を

想定しているか関係課に助言を行

う。

今年度、助言を要する規模

の施設の補修等はなかっ

た。

D
各課連絡等にて周知文の発

出を検討する。

具体的施策 男女共同参画の視点に立った公共施設の整備

事業等

防災分野における男女共同

参画の推進
63

誰もが利用しやすい公共施

設の整備
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9
具体的施策 (1)

事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

子育

て支

援セ

ン

ター

市内２校の県立高校、中学校１校を

対象に乳児ふれあい事業を実施し命

の大切さや次世代の親になるための

学習体験をする。

学校と協議し、新型コロナ

ウイルス感染症対策のた

め、事業の中止となった。

D

新型コロナウイルス感染

状況から学校と協議し、

安全を第一に考え、事業

の中止を行った。

令和４年度においても、新

型コロナウイルス感染状況

を踏まえ、事業の実施を検

討し、実施する場合は、参

加者が育児に前向きにな

り、いきいきと自分らしく

子育てができるように、事

業の内容をわかりやすく周

知する。申し込みしやすい

募集方法（ロゴフォーム

等）を検討する。

健康

増進

課

ライフデザイン啓発冊子については

鎌ケ谷市ホームページに掲載し、誰

もがライフデザインについて考えら

れるよう啓発を行う。小中学生を対

象とした思春期健康教育において、

ライフデザイン教育を実施する。

ライフデザイン啓発冊子に

ついては鎌ケ谷市ホーム

ページに掲載し、誰もがラ

イフデザインについて考え

られるよう啓発を行った。

また、小中学生を対象とし

た思春期教育において、ラ

イフデザイン教育を実施し

た。

A

新型コロナウイルス感染

症の影響により、感染対

策をに留意した方法で、

Zoom等を利用して教育

を実施した。

ライフデザイン冊子のホー

ムページへの掲載を継続す

るとともに引き続き、学校

側と相談しながら感染対策

を講じた方法で、思春期教

育を実施する。

計画書

P56

65
リプロダクティブ・ヘルス

／ライツに関する意識啓発

事業等

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識啓発
施策の基本的方向 生涯にわたる健康・生活支援
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具体的施策 (2) 計画書 P57
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

健康

増進

課

小中学生及び高校生を対象とした、

思春期健康教育等を実施する。

各自の健康について考える

機会となる思春期教育を実

施した。（小学校１校31

人、中学校２校300人 計

331人）

小学校１

校31人、

中学校２

校300人

計331

人）

A

新型コロナウイルス感染

症予防の観点から、感染

対策に留意しながら

Zoomや派遣講義等で集

団教育を実施した。

派遣講義やZoom等多様な実

施方法で集団教育を継続で

きるよう学校と相談の上、

実施していく。

指導

室

保健体育指導や生き方の指導を通じ

て、性差に配慮した健康の維持増進

や価値観について、児童生徒の実生

活に根ざした指導を行うとともに、

教育相談体制の充実を図る。

児童生徒一人ひとりの体や

心の発達状況やプライバ

シーに配慮した指導、相談

にあたる。

A

県スクールカウンセラー

の配置校が増加し、相談

体制が充実した。

令和３年度は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のた

め、体と心の発達について

健康増進課との連携ができ

なかった。

67

健康

増進

課

保健師・助産師による妊婦の全数面

接を継続、妊産婦訪問指導等を実施

し、個々の状況に応じた健康支援を

する。

産後ケア事業・産前産後サポート事

業を引き続き実施し、切れ目のない

支援を行う。

妊婦面接707 人、ウエルカ

ムベビースクール参加者74

組に対し、個々の状況に応

じた健康支援を行った。ま

た、産後ケア事業や産前産

後サポート事業を引き続き

実施し、切れ目ない支援を

行った。

妊婦面接

707 人、

ウエルカ

ムベビー

スクール

参加者74

組

A

新型コロナウイルス感染

症の影響により、ウエル

カムベビーアドバイスと

いう形で、訪問等で個々

ニーズに応じて支援を

行った。

保健師、助産師による妊婦

の全数面接を継続、ウエル

カムベビーアドバイス、妊

産婦訪問指導等を実施し、

個々の状況に応じた健康支

援を行う。 産後ケア事

業・産前産後サポート事業

を引き続き実施し、切れ目

ない支援を行う。

68

健康

増進

課

①乳がん検診精密検査数（R1年度

83.6%） 目標:84％

②子宮がん検診精密検査受診率

（R1年度72.3%）目標:75％

受診しやすい体制を検討し、乳がん

検診、子宮がん検診を実施する。ま

た、就学時健診等で保護者に対して

健康教育を実施する。

乳がん検診３，７２２人、

子宮がん検診３，１５７人

受診。子宮がん検診につい

ては、検診期間を２期に分

け、受診者が集中する期間

の緩和を図った。女性の健

康教育を就学時健康診査等

で実施し、早い段階で自分

の身体に関心が持てるよう

働きかけることができた。

①89.8%

②87.3%
A

受診しやすい体制づくり

として、令和４年度から

子宮がん検診を集団でも

実施するよう計画した。

受診者の増加のための周知

方法や利用のしやすさを検

討する。

思春期における健康支援66

性差に配慮した健康支援

事業等

妊娠・出産期における健康

支援

性差に配慮した健康の維持

増進
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(3) 計画書 P57
事業

Ｎｏ

担当

部署
令和８年度までの目標数値 令和３年度の取組内容 令和３年度の実績内容

今年度数

値

事業

達成度
昨年度からの改善点 来年度課題・検討

高齢

者者

支援

課

介護サービス相談員派遣等事業にて

新設された特別養護老人ホームの訪

問を開始する。

新型コロナウイルス感染症

拡大により訪問事業全体を

中止していたため、新設の

特別養護老人ホームへの訪

問はしなかった。

D

訪問事業は中止していた

が、介護相談員の定期連

絡会は状況に応じて開催

しており、介護相談員

（R４年３月現在女性７

名、男性２名）の資質向

上等の取組をした。

新型コロナウイルス感染症

の拡大状況に応じて、施設

と相談して訪問事業を再開

し、新設された特別養護老

人ホームへの訪問を調整し

ていく。

障が

い福

祉課

窓口の相談強化に加え、市内外にお

ける相談支援事業所の周知、地域活

動支援センターへの相談事業の充実

に努める。

えがお、なしねっとに委託

し相談業務を実施した。
A

次年度に向けて、計画相

談支援に関する補助金制

度の整備など、相談支援

事業の充実に努めた。

相談支援事業を円滑にでき

るように相談支援事業所等

の充実に努める必要があ

る。

健康

増進

課

地区活動等を通し、健康教育・健康

相談を実施し、必要なサービスにつ

なげる。

乳幼児健康相談・健康診査

や地区健康相談、児童セン

ター等での相談業務を行っ

た。また、健康教育の場

で、乳幼児健診等での相談

が可能なことを周知した。

相談296回3,349人実施。

相談296

回3,349

人実施

A

新型コロナウイルス感染

症の影響により、個別に

訪問や面接等を実施し

た。

引き続き、乳児健康相談・

幼児健康診査や地区健康相

談、児童センター等での相

談業務を実施していく。

高齢

者支

援課

介護者教室を年４回実施する。

年４回の開催を予定してい

たが、コロナの影響で開催

は１回であった。

1回 C

男女問わず、興味を持て

そうなテーマを設定す

る。

令和４年度は４回実施す

る。

障が

い福

祉課

コミュニケーション支援充実のため

手話奉仕員養成講座は必須事項とし

て引き続き実施する

手話奉仕員養成講座(後期課

程)を２９回開催し、11名が

受講申込を行い、６名が修

了することができた。

A

コロナ禍により、令和2

年度に実施できなかった

手話講座(４種類）のう

ち、手話通訳者養成の最

も基本となる本講座につ

いて感染症の対応に留意

しながら実施することが

できた。

手話奉仕員養成講座に加

え、聞こえない・聞こえに

くい人のための手話講習会

を実施する。また、手話奉

仕員養成講座については働

く世代が参加しやすいよう

に、夜間の実施を計画して

いる。

具体的施策

70
介護予防や生活支援のため

の啓発セミナーの実施

性差に配慮した高齢者・障がい者への支援

事業等

介護や自立のための相談及

び情報の提供
69
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